
処分基準（公表用）               様式第４号 
所管課  建築住宅課 

法令名 建築基準法 法令番号 昭和２５年法律第２０１号 
手続名 危険建築物の使用禁止、使用制限 根拠条項 法第１０条第３項 
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分 

基 
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○仮命令の準用規定であり、建設省通達に準ずる。  
 

・「法第９条の仮命令に対する違反の処分」（昭和２６年８月３０日住指１０８号）  
・「建築基準法の一部を改正する法律の公布について」（昭和３４年５月２９日住発１６４号） 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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